
久
遠
成
一院
日
親
の
備
後
布
教
と
山
田
郷
武
将

渡
辺
氏
備
後
国
長
和
庄
に
来
住

伝
承
に
よ
る
と
、
鎌
倉
時
代

の
末
期

に
、
渡
辺
氏
が
山
田
庄

（
現
福
山
市
熊
野
町
）

に
入
り
、
後
年
、　
一
乗
山
城

（市
史
跡
）
を
築
城
し
、
渡
辺
越
中
守
兼
が
日
蓮
宗
に

帰
依

し
、
文
明
年
間
に
久
遠
成
院
日
親
を
開
基
と
し
て
常
国
寺
を
建
立
し
た
と
さ
れ

て
き
た
。

越
中
守
兼
が
、
備
後
四
代

の
事
跡
を
記
し
た

「
渡
辺
先
祖
覚
書
』

（浜
本
鶴
賓

の
写

本
）
は
三
度

に
亘
る
筆
写
で
、
誤
字
脱
字
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
明
ら
か
に
内
容
を
書

改
め
た
ケ
所
も
あ
る
。
変
体
仮
名

や
、
誤
用
漢
字
が
多

い
の
で
、
現
代
漢
字

の
読
み

下
し
文
に
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

（享
禄
三
年
、
渡
辺
越
中
守
兼

の
渡
辺
先
祖
覚
書
）

渡
辺
備
後
草
戸
村
代
々
居
住
之
次
第
越
中
守
此
の
如
く
書
き
残
し
候
条
々
の
事
。

今
、
享
禄
三
年

（
一
五
三
〇
）

こ
れ
を
書
く
。

第

一
代
、
渡
辺
三
郎
太
郎
、
官
は
三
郎
左
衛
門
尉
、
受
領
は
信
濃
守
、
実
名
は
高
、

戒
名
は
空
山
。
此
の
人
十
七
の
歳
よ
り

の
事
也
、
越
前
国
福
井
庄

七
百
石
の
在
所

小

林

定

市

が
本
領
也
、
武
衛
様

の
私
家
人
た
り
、
然
る
処
、
幼
少

に
て
親

に
離
れ
候
に
付

い

て
、
叔
父
あ
り
高
成
人
の
間
、
彼

の
家
公
義

の
名
代
と
し
て
つ
く
の
い

（償
う
こ

と
）
仕
り
、
其

の
ま
ま
乗
取

べ
き
企

み
、
先
ず
は
去
る
に
付

て
叔
父
を
討
候
。

ご
遍
よ
り
御
咎
め
在
る
に
依

っ
て
、
以
て
の
外
、
京
都
え
罷
り
上
り
、
悲
田
院
に
、

か
し
こ
き
と
申
す
出
家
、
高
親
類

の
条
是
を
頼
み
入
、
さ
ま
を
か
え
、
彼

の
寺

に

忍
び
居
り
候
所
に
、
重
て
越
状

（移
動
）
を
以
て
の
間
、
か
し
よ
き
備
後
国
悲
田

院
領
所
た
る
に
よ

っ
て
、
庄
主
に

つ
れ
ら
れ
備
後
草
上
村
え
下
向
。

（
以
下
略
）

初
代
、
信
濃
守
高
は
叔
父
を
討

っ
た
後
、
越
前
福
井
庄
か
ら
逃
れ
て
草
土
村
え
来

住
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
世

の
越
前
国
に
は
福
井
庄
は
見
当
ら

ず
江
戸
時
代
に
、
福
井

の
地
名
に
至
る
変
遷
の
経
過
は
、
足
羽
御
厨
北
庄

か
ら
、
福

居
に
、
そ
の
後
福
井
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
本
領
は
七
百
石
と
し
て
い
る
が
、

中
世

の
表
示
は
貫
又
は
疋
で
、
朝
倉
氏
の
足
羽
北
庄
預
所
職

の
土
貢
は
四
百
余
貫

で

あ
り
、

記
さ
れ
て
い
る
事
柄
全
て
を
事
実
と
す
る
の
は
疑
間
で
、
転
写
の
際
に
書
き

改
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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文
明
年
間
の
越
中
守
兼

江
戸
時
代
の
中

・
後
期
に
渡
辺
氏
の
事
跡
を
記
し
た
史
書
、

「
鑢
後
古
城
記

・
備

後
太
平
記

・
渡
辺
氏
系
区

・
日
親
主
人
徳
行
記

・
備
陽
六
郡
誌

・
西
備
名
区

・
福
山

史
料
」
の

一
部
に
、
自
容
の
誇
張
と
美
化
、
事
跡
は
時
代
を
湖
っ
て
記
し
て
い
る
も

の
が
あ
り
、
覚
書
の
三
代
目
信
濃
守
家
の
終
り
に
は
次
の
記
載
が
あ
る
。

曲
名
政
豊
様
三
ケ
国
え
御
入
国
の
制
、
名
倉
越
中
守

・
渡
辺
三
郎
左
衛
門
尉

（兼

の
父

・
信
濃
守
家
）
摂
州
え
罷
う
上
る
べ
き
の
旨
仰
せ
下
さ
れ
候
。
名
倉
越
中
守

は
息
九
郎
右
衛
門
尉
を
引
具
し
繭
罷
り
上
ら
れ
候
、
二
郎
左
衛
門
尉
の
事
は
、
虎

松

（
越
中
守
兼
）
と
申
す
子
を
成
人

（元
鰻
）
に
お
い
て
は
、
鶴
目
に
懸
ら
る
べ

き
の
由
御
講
け
申
す
、
其
の
身
は
其
の
硼
罷
り
上
ら
ず

（中
略
）

其
の
以
後
、
源
三

（越
中
守
兼
）
担
州
御
屋
形
様

（鐘
後
守
護
曲
名
政
豊
）
え
、

御
目
に
懸
べ
き
た
め
に
、
宮
若
狭
守
殿
、
鶴
在
京
の
確
、
十
六
の
歳
登
せ
置
き
、

十
七
迄
在
京
さ
せ
十
八
の
歳
京
都
え
登
り
候
。
俊
豊

（政
豊
の
次
男
）
様
御
目
に

懸
候
也
。

（
以
下
略
）

播
磨

・
備
前

・
美
作
の
三
国
守
護
で
あ
っ
た
赤
松
満
格
が
、
嘉
吉
の
乱
で
将
軍
義

教
を
暗
殺
、
こ
の
時
山
名
持
豊

（政
豊
の
祖
父
）
は
赤
松
満
祐
を
討

っ
た
戦
功
で
、

赤
松
氏
の
三
彗
守
護
職
を
得
る
が
、
応
仁
の
乱
で
赤
松
政
則
が

〓
一菫
奪
国
に
成
功
す

２つ
。

文
瞬
十
五
年

（
一
四
八
三
）
九
月
、
政
豊
は
応
仁
の
乱
で
失

っ
た
三
爾
の
奪
饉
を
め

ざ
し
て
播
磨
に
進
軍
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
政
豊
は
、
名
倉
氏
と
渡
辺
氏
に
陣
所

え
来
る
こ
と
を
下
命
、
信
濃
守
家
と
名
倉
父
子
は
同
道
し
て
政
豊
の
陣
所
え
祇
候
し

た
時
、
信
濃
守
家
は
越
中
守
兼

（虎
松
）
が
元
服
す
る
と
、
御
昌
見
得
す
る
こ
と
を

約
束
し
た
の
で
あ
る
。

越
中
守
兼
が
元
服
し
た
長
享
元
年

（
一
四
人
七
）
に
母
方
の
祖
父
、
宮
若
狭
守

（
同

年
九
月
十
二
日
、
常
徳
院
御
動
座
東
山
殿
抵
候
人
数
の
中
に
、
宮
若
狭
守
宗
兼
の
名

前
あ
り
）
を
頼

っ
て
上
京
し
た
の
で
あ
る
。

明
応
二
年
越
中
守
兼
の
活
躍

明
応
二
年

（
一
四
九
二
）
京
都
で
は
、
継
川
政
元
が
将
軍
足
利
義
材
を
追
放
し
、

足
利
義
澄
を
擁
立
す
る
ｃ
室
町
幕
府
の
歴
史
に
お
い
て
、
将
軍
が
部
下
に
よ
っ
て
追

披
さ
れ
、
驚
人
が
将
軍
と
な
る
初
め
て
の
出
来
ご
と
で
あ
つ
た
。

備
後
守
護
、
山
名
俊
豊
も
同
様
の
状
況
と
な
り
、
覚
書
に
次
の

一
節
が
あ
る
。

（明
応
二
年
）
二
月
中
旬
の
頸
に
御
座
侯
か
、
塩
造
殿
え
御
着
成
さ
れ
候
。

然
る
処
に
垣
屋

・
太
田
垣
殿
、
御
親
父
政
豊
様
御
隠
層
に
て
御
座
候
を
取
立
て
申

さ
れ
、
米
地
山
と
率
を
御
陣
に
召
さ
れ
、
具
臣

（役
に
立
た
な
い
家
臣
）

一
万
余

に
で
御
取
か
け
候
。
敵
味
方
の
間
八
町
鶴
座
成
り
、
輪
宝
山
と
申
は
間

一
町
計
に

候
、
四
ケ
年
の
間
是
に
て
取
り
合
い
度
々
御
合
戦
、
其
の
段
に
於
い
て
は
筆
を
取

ら
ず
候
の
源
三
に
候
。
五
月
十

一
日

・
七
月
八
日
の
合
戦
に
塚
村
二
郎
左
衛
門
尉

を
討
死
さ
せ
、
数
ケ
所
の
疵
を
蒙
り
御
感
状
こ
れ
あ
り
候
。

其
の
以
後
御
和
談
に
て
敵
御
陣
を
退
散
侯
．
山
内
大
和
殿
よ
り
俊
豊
様
を
当
国

ヘ

呼
び
下
し
申
べ
き
に
て
、
種
々
取
あ
つ
か
い
御
座
候
。
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御
屋
形
様

貧
名
俊
豊
）
山
内

二
郎
四
郎
殿
御
逢

の
使
、
源
三
年

二
十
二
の
事
に
て
候
。

嘉
吉

の
乱
後
、
播
磨
守
護

に
補
任
さ
れ
た
山
名
持
豊
は
、
守
護
代
に
垣
屋
熙
続
を

任
じ
郡
代
に
は
但
馬
国
人
衆
を
宛

て
ゝ
播
磨
支
配
を
続
け
て
来

た
の
で
あ
る
が
、
応

仁

の
乱

で
、
赤
松
政
則
は
細
川
勝
元
に
与
し
て
、
赤
松
氏
の
三
ケ
国
を
奪
回
し
て
再

興
を
は
た
す
、
巻
返
し
に
出
た
政
豊
は
文
明
十
五
年
播
磨
に
侵
攻
し
た
が
、
長
享
二
年

２

四

八
八
）
七
月
赤
松
方
が
反
抗
に
転
じ
た
こ
と
で
、
播
磨
進
駐
を
放
棄
し
て
但
馬
に
退
陣
し
た
。

戦
争
の
継
続
を
主
張
す
る
山
名
氏
の
有
力
国
人
衆
は
、
政
豊
と
対
立
し
、
俊
豊
を
擁

立
し
た
西
北
但
馬
の
国
人
衆
が
入
国
し
た
の
が
明
応
二
年
の
こ
と
で
、
こ
の
時
、
越

中
守
兼
は
俊
豊
に
厨
徳
び

て
、
京
都
か
ら
若
狭
小
浜
に
至
り
、
塩
冶
周
防
守
等
の
案

内

で
、
海
路
丹
後
半
島
を
廻

っ
て
但
馬
に
入
国
す
る
。

越
中
守
兼
は
俊
豊
方
と
し
て
軍
忠

に
励
み
、
塚
村

二
郎
左
衛
門
尉
を
討
取
り
、
自
身

も
数

ケ
所

の
庇
を
負

っ
た
年
が
、
二
十
二
歳
で
あ

っ
た
と
記
し
て
い
る
。

但
馬
は
内
乱
状
態
と
な
り
、
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
政
豊
は
、
敵
対
し
た
俊
豊

を
廃
嫡
し
、
三
男
の
致
豊
に
家
督
を
嗣
が
せ
、
備
後

の
守
護

に
任
命
し
反
撃

に
転
じ

た
。
こ
の
た
め
備
後
に
は

一
時
に
二
人
の
守
護
が
併
置
さ
れ
る
。

但
馬
に
攻

め
込
ん
だ
俊
豊
は

一
時
優
勢
と
な

っ
た
が
、
政
豊
と
致
豊
が
、
守
護
代
垣

屋
遠
忠

・
続
成

・
大
田
垣
　
田
公
ら
と
結
ん
で
、
巻
き
返
し
を
計

っ
た
の
で
あ
る
。

小
早
川
隆
景
の
書
状

今
を
去

る
四
百
年
前
の
、
天
正
十
九
年

（
一
五
九

一
）

八
月
豊
臣
秀
吉
は
、
翌
年

二
月
を
期
し
て
の
明
国
征
服
動
員
令

（文
禄

・
慶
長
の
役
）
を
諸
大
名

に
発
し
、
肥

前
名
護
屋
築
城
普
請
を
指
示
す
る
。

中
国
地
方
で
は
、
毛
利
氏
の
広
島
城
が
完
成
し
、
天
正
検
地
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、

渡
辺
氏
が
本
拠
と
し
て
来
た
沼
隈
郡
山
田
郷
は
、
毛
利
元
就
の
八
男
元
康
の
所
領
と

定
ま
り
、
福
原
貞
俊
と
毛
利
輝
元
に
今
迄
同
様

に
渡
辺
氏
が
山
田
郷
を
保
持
出
来
る

よ
う
歎
願
す
る
も
効
果
な
く
、
窮
状
打
開

の
方
策
と
し
て
、
毛
利
家
と
渡
辺
氏
の
古

く
か
ら
の
関
係
を
よ
く
知
り
、
ま
た
面
倒
見
の
よ
い
、
筑
前
名
島
城
主

（
三
十
三
万

石
）
の
小
早
川
隆
景

（
元
就

の
三
男
）

に
、
本
領
安
堵

の
力
添
え
を
愁
訴
し
た
の
で

あ
る
、
驚
い
た
隆
景
は
、
同
年
十
二
月
十
七
日
に
、
山
田
郷
問
題
解
決
の
た
め
、
穂

田
元
清

（
元
就
の
四
男
）
と
元
康

に
、
千
七
百
字
近

い
長
文

の
書
状
を
送

っ
て
い
る
。

（天
正
十
九
年
、
穂
田
元
清

・
毛
利
元
康
宛
、
小
早
川
隆
景
書
状
）

態
と
申
し
入
れ
候
、
渡
辺
身
界

の
事
、
今

の
姿

に
お
い
て
は
相
続
し
難
き

の
由
に

候
ら
い
て
、
遥
々
此
の
表
に
罷
下
ら
れ
候
、
歎
は
是
非
に
及
ば
ず
候
、
余

の
如
く

に
差
難
き
筋
目

（
山
田
郷
）
を
放
れ
候

の
間
、
先
年
以
来

の
儀
御
両
所

（福
原
貞

俊

・
毛
利
輝
元
）
迄
申
し
入
れ
候
条
、
何
と
様

に
も
重
畳
御
披
露
を
遂
げ
ら
れ
、

安
堵
候
様

に
仰
せ
ら
る
べ
き
理
に
候
、
其

の
子
細
は
、
渡
辺
越
中

（兼
）

の
事
興

元

（
元
就
の
兄
）
様
御
目
に
懸
ら
れ
、
備
後
よ
り
召
下
さ
れ
候
ら
い
て
久
し
く
吉

田
に
置
か
れ
候
、
其

の
節
は
日
頼

（
元
就
）
様
は
未
だ
田
治
比
殿
に
て
御
座
候
ら

い
つ
る
間
、
兄
弟

の
如
く
御
取
相
候
ら
い
て
逗
留
候
、
其
の
己
後
草
戸
え
罷
り
下

ら
れ
候
、
興
元
様
も
御
遠
行
候
、
其
れ
己
来
中
国
の
変
化
大
小
家
共
に
其
の
員
を

知
ら
ざ

る
事

に
候
、
然
れ
ば
吉
田
の
御
事
い
ぬ
ふ
し
坂

の
上
、
備
後
口
は
、
伊
多

岐
馬
と
お
し
を
限
り
に
御
無
力
に
罷
り
成
り
候
条
、
備
後
外
郡

（
深
津

・
安
那

・
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轟
治

・
沼
隈

・
御
調

・
芦
田

・
世
餞
）
惣
滋

（
全
部
）
の
身
持

（身
分

・
こ
の
場

合
は
毛
利
氏
の
代
官
職
）
を
差
し
遺
わ
さ
れ
候
、

（以
下
略
）

（
「
広
島
県
史
』
鱚
録
、
渡
辺
三
郎
左
衛
門
塵
）

秀
吉
の
朝
鮮
進
攻
計
画
が
、
不
明
で
あ
っ
た
渡
辺
越
中
守
兼
と
毛
利
元
就
の
関
係

を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

但
馬
国
人
衆
の
支
持
に
よ
う
、
父
の
領
墨
但
馬
え
攻
め
込
ん
だ
俊
豊
で
あ
る
が
、
弟

の
致
麟
が
但
馬

・
備
後
の
守
護
職
を
相
続
す
る
と
、
機
馬
の
守
護
代
以
下
の
銀
人
衆

は
心
変
り
し
致
豊
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

但
馬
の
経
営
が
悪
化
し
た
俊
豊
は
、
新
に
山
内
豊
成
を
守
護
代
と
し
、
越
中
守
兼
は

申
次
と
な
り
守
護
領
の
代
官
職
と
し
て
、
坪
生
産
の
五
ケ

（
大
題

・
津
之
下

・
能
島

能
々
浜
）

・
藁
江
庄
の
青
木

・
木
之
庄
の
正
枝

・
山
北
の
渡
辺
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
俊
豊
の
勢
力
は
衰
退
し
続
け
、
明
応
六
年

（
一
四
九
七
）
十
月
、
安
芸
国

高
麗
郡
吉
田
庄
の
毛
利
弘
元

（
元
就
の
父
）
の
支
援
を
乞
う
が
以
後
の
動
向
は
不
明

と
な
る
。
俊
豊
の
守
護
領
は
、
新
守
護
致
豊
の
守
畿
領
で
も
あ
り
、
越
中
守
兼
の
代

富
穣
は
同
時
に
致
豊
の
部
下
に
も
与
え
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
俊
豊
が
没
落
す
る

と
、
俊
豊
の
守
護
領
は
致
豊
に
敵
対
し
た
課
反
人
の
所
領
で
没
収
さ
れ
る
べ
き
地
と

な
る
こ
と
か
ら
、
前
記
の
守
護
領
を
越
中
守
が
支
配
し
続
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
筈
で
あ
る
。
備
後
に
居
住
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
越
中
守
兼
を
、
毛
利
弘

元

（又
は
子
患
の
興
元
）
が
書
田
庄
に
鐵
い
た
よ
う
で
、
そ
の
獲
、
一蘭
圏
郡
下
小
原

村
の
渡
辺
飛
弾
守
の
娘
を
妻
に
迎
え
、
吉
田
庄
周
辺
に
十
年
前
後
住
ん
だ
よ
う
で
あ
る

毛
理
元
就
は
、
明
応
六
年
に
出
生
し
少
年
期
を
越
中
守
兼
と
共
に
過
し
て
い
た
わ
け

で
、
家
督
を
相
続
し
た
元
就
は
大
内
方
の
部
将
と
し
て
備
後
侵
攻
の
際
は
、
気
心
の

知
れ
た
越
中
守
兼
を
、
鐘
後
南
部
外
郡
の
代
官
に
起
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

渡
辺
越
中
守
兼
の
「
渡
辺
先
祖
覚
書

」

毛
利
元
就
は
、
天
文
二
十
三
年
の
厳
島
合
戦
に
勝
利
し
、
続
い
て
防
長
攻
路
戦
が

終

っ
た
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
十

一
月
、
六
十

一
歳
の
元
就
は
「
二
人

（毛
利
隆

元

・
吉
川
元
春

・
小
早
川
隆
景
）
心
持
の
事
、
今
度
い
よ
い
よ
申
談
ぜ
ら
れ
候
、
誠

に
千
秋
万
畿
大
慶
こ
の
事
に
候

」
で
始
ま
る
三
子
結
束
の
長
文
の
教
訓
状
を
子
息
に

書
残
し
、
七
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
。

越
中
守
兼
も
縄
年
齢
の
二
十
九
歳
の
事
禄
三
年
に
元
就
の
教
訓
状
に
倍
す
る
字
数
の

事
渡
辺
先
祖
覚
書
」
を
書
き
、
元
就
と
同
じ
七
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
。

元
就
は
、
戦
国
武
将
と
し
て
勝
れ
て
い
る
二
人
の
子
息
が
相
争
う
こ
と
を
禁
じ
、
毛

利
氏
が
末
長
く
繁
栄
す
る
こ
と
を
念
じ
て
書
い
て
い
る
の
に
対
し
、
越
中
守
兼
は
六

人
の
子
息
が
居
う
乍
ら
、
何
れ
の
子
息
も
戦
国
武
士
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
て
い
た

た
め
か
跡
麟
を
相
続
し
た
の
は
、
孫
の
織
雲
守
一房
で
あ
っ
た
。

俊
豊
の
幕
府
畠
仕
に
興
添
え
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
「
名
字
の
面
目
末
代
た
る
べ
く
候

」
、

ま
た
近
江
の
朽
木
で
俊
豊
と
同
宿
す
る
と
「
御
詞
を
加
え
ら
れ
感
涙
を
流
し
申
し
候
」
と
将

来
の
希
望
に
胸
躍
ら
せ
た
の
も
東
の
間
、
守
護
没
落
の
悲
運

に
見
舞
れ
、
相
続
人
に
苦

労
し
た
越
中
守
兼
が
、
再
度
飛
躍
し
た
時
点
で
渡
辺
四
代
の
事
隣
を
記
し
、
子
孫
の

麟
み
を
願

っ
た
よ
う
で
、
終
に
は
次
の

一
節
が
あ
る
。

山
田
の
儀
、
本
梨

（杉
原
氏
）
方
当
知
行
の
条
替
に
て
当
郷

（
山
田
郷
）
え
切
り
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入
り
、　
一
万
六
千
貫

の
宮
殿
を
散

に
仕
り
在
身
候
、
か
く

の
如
く
候
処
に
、
直
通

（
山
内
）
御
調
法
衆
宮
修
理
亮
殿
の
御

一
行
併

に
千
手
寺
宮
高
春
の
副
状
、
地
頭

分

の
儀
は
直
通
の

一
行
之
に
在
り
。

（後
略
）

天
文

三
年
六
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
越
中
守
　
兼
判

（浜
本
鶴
賓
写
、

「
渡
辺
先
祖
覚
書
」
、
福
山
城
古
文
書
館
蔵
）

「
覚
書
」
の
書
き
出
し
は
、
享
禄
三
年
で
あ

っ
た
が
、
書
き
終
り
は
天
文
三
年

（
一
五
三
四
）
六
月
と
、
四
年
も
年
月
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
で
、　
一
万
六
千
貫

の

宮
氏
と
戦
か
う
年
月
は
天
文
三
年
以
外

の
年
は
考
え
ら
れ
ず
、
尼
子
方
の
宮
上
野
介

家

（芦
品
郡
新
Ｆ
収

亀
寿
山
城
）
と
、
大
内
方

の
毛
利
氏
が
激
突
す
る
の
が
天
文
三

年
で
、
亀
寿
山
城

の
総
攻
撃
戦
以
前
に
、
山
田
郷
の
宮
庶
子
家
と
毛
利
　
渡
辺
軍
と

の
間

で
戦
闘
が
あ

っ
て
、
宮
庶
子
家
が
敗
れ
た
こ
と
で
、
覚
書

に
書
き
増
が
加
え
ら

れ
た
も
の
と
私
考
す
る
。

山
田
郷
宮
庶
子
家
の
跡

寛
永
十
五
年

の
春
、
水
野
勝
成
は
島
原
合
戦
に
従
軍
の
後
、
半
年

の
参
勤
交
替
を

終
え
た
、
寛
永
十
六
年

（
一
六
三
九
）
二
月
、
吉
利
支
丹
対
策

の
た
め
か
、
領
内

の

村

々
に
寺
領

・
社
領
の
提
出
を
命
じ
た
よ
う

で
、
僧
侶

・
神
主

・
庄
屋
役
人
は
福
山
、

役
人
宛
に
寺
社
領
を
提
出
し
て
い
る
。
其
の
後
、
福
山
役
人
又
は

「
水
野
記
』
の
筆

者
嗜
田
彦
兵
衛

に
依
り
、
旧
記
は
簡
単
な
文
章

に
書
き
改
た
め
ら
れ
て
い
る
。

（寛
永
十
六
年
二
月
、
備
後
国
沼
隈
郡
寺
社
差
出
）

山
田
郷

日
蓮
宗
高
照
山
常
国
寺
　
嘉
吉
年
中
渡
部
信
濃
守
建
立
、

（
以
下
略
）

同
末
寺
金
玉
山
金
持
寺
　
当
国

の
領
守
宮
氏
の
代
に
寺
領
十
八
貫
を
付

る
。

す
な
わ
ら
此
の
寺

に
宮
氏
の
石
塔
在
る
也
。

山
中
山
大
富
寺
　
　
　
　
古
来
当
国

の
領
守
、
宮
某
寺
領
十
八
貫
之
を
寄
す
。

八
幡
社

　

一
社
　
　
　
　
古
来
宮
氏
之
を
造
営
す
、
社
領
七
十
五
貫
之
を
寄
す
。

双
桂
山
香
林
寺
　
　
　
　
古
来
山
名
氏
建
立
し
す
な
わ
ち
寺
領
十
八
貫
を
付
る
也
。

此
の
寺
に
山
名
氏

の
石
塔
在
り
。

（
以
下
略
）

（
「
水
野
記
」
十
三
、

「
寛
永
寺
社
記
」
）

前
記
の
史
料
か
ら
、
渡
辺
氏
が
山
田
郷

に
入
部
す
る
以
前

の
山
田
郷

は
、
宮
氏
と

山
名
氏

の
石
塔
が
存
在
し
、
両
氏
の
支
配
地
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

金
持
寺
は
下
山

田
の
坂
根

に
あ

つ
て
、
観
音
堂
が
あ
り
、
本
尊
は
十

一
面
観
世
音
菩

薩
の
座
像
が
杷
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
往
古
は
真
言
宗
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
氏
の
石
塔
と
は
、
観
音
堂

の
南
側
山
腹
に
、
宮
近
門
民
部
左
衛
門
定
親

の
墓
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
宝
筐
印
塔
と
小
宝
筐
印
塔
三
基
と
数
基

の
五
輪
塔
が
あ
り
、
一異
山
の

山
上
に
は
坂
根
八
幡
宮
が
あ
る
。
八
幡
宮
に
は
、　
一
乗
山
城
主
渡
辺
越
中
守
兼
が
年

々
の
例
祭
に
参
拝
し
た
伝
承
が
あ
り
、
ま
た
近
く
に
、
岡

の
丸
と
い
う
地
名

が
残
り
、

周
辺
部
の
所

々
に
五
輪
塔
が
散
在
し
て
い
る
。

山
中
山
大
富
寺

（
現
、
日
蓮
宗
小
本
山
常
国
寺
末

・
四
大
山
法
緑
寺
）
中
山
田
大
富

に
あ

っ
て
、
寺

の
前
方
に
は
大
富

の
観
音
堂
が
あ
り
、
本
尊
は
十

一
面
観
世
音
菩
薩

（等
身
大

の
立
像
）
が
杷
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
持
寺
と
同
じ
真
言
宗
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
堂
の
前
方
に
は
御
池
と
呼
ば
れ
る
古
池
が
あ
り
、
御
池
の
中
島
に
は

立
派
な
宝
医
印
塔

の
九
輪
だ
け
が
杷
ら
れ
て
い
る
。
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法
緑
寺
の
東
撻
横
に
八
王
子
神
社
が
鎮
座
し
て
い
て
、
現
在
は
八
王
子
神
社
と
法
緑

寺

・
観
音
堂
は
別
個
の
寺
社
で
あ
る
が
、
き
は
御
池
を
含
め
て

一
体
の
も
の
と
推
定

さ
れ
、
観
音
童

一
帯
は
土
居
の
地
名
が
残
り
、
周
辺
に
は
、
西
の
九

・
城
ケ
迫
の
地

名
も
あ
り
、
御
池
の
西
方
に
は
殿
様
海
と
呼
ば
れ
る
泉
も
現
存
す
る
。

高
下
観
音
堂
、
下
山
田
高
下
に
あ
っ
て
、
本
尊
は
千
手
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
金
持

，
大
富
の
観
音
堂
と
同
じ
真
言
宗
と
考
え
ら
れ
る
。

二昌
下
八
幡
宮
、　
一
の
宮
の
呼
称
が
あ
り
、
宮
氏
造
営
の
八
幡
宮
と
考
え
ら
れ
、
常
夜

燈
に
は
「
慶
長
十
二
丁
米
八
月

・
惣
氏
子
中

」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。

金
持
寺
と
大
富
寺
の
中
間
に
土
城
と
呼
ば
れ
る
山
が
あ
り
、
麓
に
は
数
基
の
五
輪
塔

が
杷
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
遺
跡
の
伝
承
か
ら
、
山
田
郷
宮
氏
は
、
瀬
戸
池
に
近
い
馬
背
山
の
東
南
部
に

寺
社
を
配
し
真
言
宗
に
帰
依
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

茨
桂
山
香
林
寺
、

（現
、
沼
隈
郡
中
山
南
、
真
宗
熊
峯
山
光
林
寺
）
は
元
来
、
現
在
の

中
山
田
光
林
寺
池
の
中
に
、
香
林
寺
の
寺
務
を
記
し
た
石
群
が
立
っ
て
い
る
。

曲
名
氏
の

一
族
に
香
林
寺
の
近
く
に
居
住
し
た
者
が
居
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
近
く
に

甲
谷
城
と
夕
逸
城
が
あ
り
、
香
林
寺
の
西
北
方
の
尾
根
に
は
太
郎
丸

・
治
郎
丸
の
地

名
が
残
り
、
周
辺
部

一
帯
に
は
多
数
の
五
輪
塔
が
あ
る
こ
と
か
ら
山
名
氏
の
石
塔
と

考
え
ら
れ
る
。

又
、　
一
本
の
、

「
嵯
峨
源
氏
渡
辺
系
図
」
の
四
代
置
の
項
に
は
「
兼
、
渡
辺
源
三
、

三
郎
左
衛
門
、
越
中
守
、
母
、
宮
若
狭
守
、
法
名
妙
安
。
曲
名
俊
豊
殿
、
備
後
墨
苧

原
城
住
、
後
同
国
沼
隈
郡
山
圏

一
乗
由
城
築

」
、
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
山

鶴
郷
は
馬
背
曲
と
熊
ケ
峯
山
系
に
三
分
さ
れ
て
、　
一
乗
山
城

・
甲
谷
城

・
夕
免
城
は

山
名
氏
の
支
配
地
と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
、
宮
氏
が
建
武
時
代
の
頃
よ
う
山
露
郷
を
領
有
し
て
い
た
と
す
る
と
、
康
永
元

年

（
一
三
四
二
）
に
南
朝
方
を
攻
撃
し
た
尊
氏
方
の
宮
下
野
守
兼
信
が
海
戦
し
た
こ

と
、
永
和
三
年

（
一
三
七
七
）
と
康
暦
三
年

（
一
二
八

一
）
に
富
入
道
道
仙
と
宮
次

郎
左
衛
門
尉
が
、
隣
接
地
の
長
和
庄
東
方
の
田
総
長
井
領
を
押
領
し
た
こ
と
は
、
地

理
的
に
も
納
得
で
き
よ
う
。

本
泉
寺
の
位
牌

山
田
郷
を
北
方
に
約
十
四
キ
ロ
行
く
と
芦
田
郡
相
方
村

（現
、
芦
晶
郡
新
市
町
相

方
）
に
、
京
都
法
華
宗
大
本
山
本
能
寺

・
尼
崎
本
興
寺
を
本
山
と
す
る
法
華
宗
旭
唱

山
本
泉
寺
が
あ
り
、
往
古
は
観
音
寺
の
本
尊
の
伝
承
を
伝
え
、
天
文

・
弘
治
の
頃
に

開
基
さ
れ
た
有
地
富
氏
の
書
提
寺
で
、
有
地
氏
は
有
地
石
見
守
清
元
を
初
代
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
清
元
の
父
と
推
定
出
来
る
人
物
の
位
牌
が

紀
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
位
牌
は
、
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
以
後
再
造
さ
れ
た
総
症
牌
で
あ
る
。

表高
顔
院
殿
定
親
日
妙
大
居
士

理
法
院
殿
青
心
日
覚
大
居
士

（以
下
略
）

裏一局
　
文
明
十
八
午
年
十
月
十
三
日

　

（
一
匹
八
六
）

富
禁
門
民
部
左
衛
門
尉
藤
原
定
信
山
露
軍
端
打
死
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理
　
大
永
三
午
年
五
月
九
日

　

（
一
五
二
三
）

有
地
国
竹
城
主
有
地
石
見
守
清
元
、
菩
提
所
本
安
寺

（
以
下
略
）

位
牌
表

の
法
号
、
高
顔
院
殿
定
親
日
妙
大
居
士
は
、
文
明
十
八
年
十
月
十
三
日
に

没
し
生
前

の
姓
名
は
宮
禁
門
民
部
左
衛
門
尉
藤
原
定
信
で
あ

っ
て
、
没
し
た
場
所
は

沼
隈
郡
山
田
郷

の
軍
端

（中
山
田
、
九
曜
ケ
端

力
）
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

位
牌

の
法
号

に

つ
い
て
、
院
号

・
道
号

。
日
号

・
位
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
出

家
当
時

の
道
号
は
定
親

で
、
親

の

一
字
は
、
久
遠
成
院
日
親
の
法
諄

「
親

」
の
字
を

日
親
が
与
え
た
名
誉
あ
る
法
号
と
考
え
ら
れ
、
日
親

に
弟
子
入
り
し
た
の
は
、
越
中

守
兼
で
な
く
て
官
定
信
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
越
中
守
兼

の
父
三
代
目
信
濃
守
家
は
、

当
年
三
十
五
才

で
二
十
二
年
後

の
永
正
六
年

に
長
和
庄
草
土
で
没
し
、
日
蓮
宗

に
帰

依
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
越
中
守
兼
は
元
服
前
の
十
五
才

の
少
年

で
あ
っ
た
。

山
田
郷
に
官
定
親
の
立
派
な
宝
医
印
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
定
親
が
文
明

十
八
年
に
死
没
し
た
後
も
山
田
郷
を
領
有
し
、　
一
族

に
よ

っ
て
手
厚

い
供
養
が
続

い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
位
牌

の
順
位
か
ら
、
有
地
石
見
守
清
元
よ
り
三
十
六
年
前

に

死
没
し
た
官
定
信
は
、
清
元
の
父
親

に
当
る
も
の
と
私
考
す
る
。

久
達
成
院
日
親

の

『
埴
谷
抄
」
と
備
後
布
教

日
親
は
、
応
永
十
四
年

（
一
四
〇
七
）
―
長
享

二
年

（
一
四
八
八
）
。
久
遠
成
院

と
号
し
、
上
総
国

（千
葉
県
）
武
射
郡
埴
谷
村

の
埴
谷

一
族

に
生
れ
、
埴
谷
左
近
将

監
の
養
子
と
な
り
、
埴
谷
村
妙
宣
寺
の
日
英

に
弟
子
入
り
し
、
後

に
中
山
法
華
経
寺

の
日
進

の
も
と
で
修
行
。

日
親
は
不
受
不
施
を
唱
え
た
日
蓮
宗

の
僧

で
、
京
都
の
日
蓮
宗
大
本
山
叡
昌
山
本
法

寺
を
開
山
、
日
親
の
厳
格
な
日
蓮
宗
信
仰
は
、
支
配
権
力
者

に
対
し
諌
暁
す
る
行
動

と
な
り
、
激
し
い
法
難
を
度
々
蒙
る
の
で
あ
る
。

次
の

「
埴
谷
抄
」
は
文
明
元
年

（
一
四
六
九
）
六
月
十
三
日
に
、
埴
谷
平
次
左
衛
門

尉

（
埴
谷
左
近
将
監
の
子
息
）
が
日
親
に
書
状
を
送

っ
た
も
の
を
、
文
明

二
年
三
月

六
日
に
、
日
親
が
豊
前
国
で
受
取
り
、
同
年
五
月
十
三
日
に
返
書
を
埴
谷
平
次
左
衛
ロ

門
尉

に
送

っ
た
も
の
で
、
長
文

の
書
状

の

一
節

に
備
後
で
の
寺
院
建
立
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

（文
明

二
年
、
埴
谷
平
次
左
衛
門
尉
宛
　
久
遠
成
院

日
親
書
状
）

（前
略
）
取
り
分
け
此
三
十
余
年
の
間
は
、
花
洛
と
柳
営
の
中
間
を
上
下
仕
り
候
事
は
、
往

覆
十
五
ケ
度
、
帝
都
よ
り
鎮
西
え
下
向
仕

る
事
六
ケ
度
、
北
国
は
佐
度
国
ま
で
も

罷
り
下
り
候
ら

い
て
、
寺
を
建
法
を
興
し
候
、
其

の
外
近
江

・
加
賀

・
備
後

・
備

中

・
雲
州
等
に
至
る
ま
で
、
寺
院

を
造
作
し
、
僧
坊
を
建
立
せ
し
め
、
周
旋
往
返

の
利
益
を
本
と
し
、

（
以
下
略
）

（
『
埴
谷
抄
』

『
本
法
寺
文
書
』
）

日
親
は
文
明

二
年
以
前
に
、
備
後

で
の
布
教
を
行

い
、
詳
し

い
内
容
は
不
明

で
あ

る
が
寺
を
建
て
僧
坊
を
造

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
文
明
五
年
に
相
模
妙
隆

寺
、
文
明
八
年
に
京
都
本
法
寺
、
文
明
十
八
年
の
頃
備
後

に
常
住
し
て
い
た
史
料
が

あ
る
ｃ

（文
明
十
九
年

二
月
十
日
、
日
親
自
筆
本
尊
、
下
総
浄
鏡
寺
所
蔵
）
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端
書

結
後
国
山
野
平
等
山
本
覚
寺
常
住

文
明
十
九
年
太
歳
丁
己
二
月
十
彗
、
於
大
津
書
之
、
星
霜
八
十

一
歳

本
尊
と
は

（
日
蓮
宗
で
は
十
界
曼
茶
羅
）
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
寺
院
の
本
堂

の
中
央
に
安
置
す
る
仏

・
書
議
の
こ
と
で
、
十
界
螢
茶
羅
と
は
、
諸
尊
の
悟
り
の
世

界
を
文
字
で
表
わ
し
た
も
の
。
現
在

・
嬢
曲
地
方
の
日
蓮
宗
寺
院
は
、
本
尊
に
釈
迦

牟
尾
仏
が
杷
ら
れ
て
い
る
が
、
中
世
の
寺
院
の
本
奪
は
曼
茶
羅
で
あ
っ
た
。

備
後
国
山
野

（現
、
福
山
市
由
野
町
）
、
平
等
山
本
覚
寺
は
山
野
町
小
迫
に
あ
っ
て
、

寺
伝
に
よ
る
と
、
京
都
妙
顕
寺
の
大
覚
妙
実
に
よ
り
、
真
言
宗
か
ら
日
蓮
宗
に
転
宗

し
た
寺
で
あ
る
と
の
伝
承
を
も
つ
。

こ
の
曼
茶
羅
か
ら
、
日
親
は
文
明
十
八
年
の
頃
、
本
覚
寺
を
拠
点
と
し
て
備
後
と
備

中
に
布
教
し
て
い
た
こ
と
が
報
明
す
る
。

本
覚
寺
と
相
方
本
泉
寺
の
ニ
ケ
寺
は
、
京
都
本
法
寺
と
同
じ
「
本

」
の
字
を
寺
号
に

用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
獨
親
が
開
無
し
た
寺
と
も
考
え
ら
れ
、
山
野
村
に
翔
蓮

宗
が
進
出
す
る
以
前
の
寺
院
と
し
て
、
馬
乗
山
に
馬
乗
観
音
堂
が
あ
り
、
本
尊
は
十

一
面
千
手
観
音
が
紀
ら
れ
、
ま
た
江
谷
の
臨
済
宗
福
泉
寺
も
寛
永
八
年
以
前
は
天
台

宗
か
真
言
宗
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
、
曲
爾
郷
と
山
野
村
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
日

蓮
宗
以
前
の
宗
派
は
真
言
宗
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
領
主
に
つ
い
て
も
文
和
四

（
一

二
五
五
）
年
に
、
品
治
郡
富
内
郷
の
中
典
寺

ハ本
山
臨
済
宗
臨
川
寺
）
に
富
師
盛
に

よ
る
曲
野
村
大
原
名
田
畠
の
「
寺
領
注
文
案

」
が
、

「
備
陽
六
郡
志
」
に
記
さ
れ
、

ま
た
、
応
永
十
五

（
一
四
〇
八
）
年
の
「
室
町
幕
府
足
利
義
持
御
教
書

」
に
よ
る
と
、

曲
野
郷
江
谷

・
比
多
野
が
宮
次
郎
左
衛
門
尉
氏
業
の
所
領
で
あ
っ
た
と

『
畿
内
家
文

書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
領
主
も
同
じ
宮
上
野
介
家
系
で
あ
っ
た
。

日
親
と
山
名
持
豊
と
の
関
係

鶏
親
は
法
華
経
に
よ
っ
て
日
本
国
土
を
治
め
る
べ
き
事
を
説
い
た

「
立
正
治
国
論
」

を
撰
し
、
将
軍
足
利
義
教
に
対
し
諌
発
を
行
う
と
義
教
は
激
怒
し
日
親
を
投
獄
、

過
酷
な
拷
間
を
う
け
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
が
、
足
利
幕
府
政

所
執
事
の
伊
勢
貞
親
に
は
召
置
か
れ
、
但
馬

・
機
後
の
守
護
曲
名
持
豊

（宗
金
）
か

ら
の
迫
害
に
つ
い
て

「
壇
谷
抄
」
に
は
次
の

一
節
が
あ
る
。

但
馬
国
、
曲
名
金
吾

（持
豊
）
よ
り
国
申
叶
う
べ
か
ら
ず
由
の
遺
放
の
使
者
、　
一
日
中
二
・

三
ケ
度
也
、
悪
口
恕
嫉
己
下
寺
内
に
箭
を
射
込
ま
れ
、
坊
舎
に
つ
ぶ
て
を
積
し
門

戸
に
糞
を
ぬ
ら
れ
、
巷
に
校
本
を
蒙
る
事
は

一
勢
衆
生
の
、
絵
は
食
し
夜
は
眠
れ

ぬ
が
如
し
、

日
親
は
但
馬
国
で
、
持
豊
か
ら
追
故
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
名
氏
の
分
国
で

あ
る
備
後
で
も
、
但
馬
と
同
様
守
護
関
係
所
領
で
の
布
教
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
も
の

と
推
定
さ
れ
、
備
後
で
の
布
教
は
山
名
氏
を
刺
激
し
な
い
方
法
と
し
て
、
幕
府
奉
公

衆
の
宮
氏
の
所
領
を
本
拠
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

福
山
城
古
文
書
館
に
、
浜
本
鶴
賓
が
書
写
し
た

「
芸
備
諸
家
系
図
纂
録
」
に
収
め
ら

れ
た
有
地
系
図
に
は

「
轟
親
上
人
徳
行
記
」
の
影
響
か
ら
か
、
宮
定
親
を
伊
勢
貞
親

と
混
同
し
て
い
る
が
、
「
日
親
上
人
文
明
八
年
二
月
中
旬
帰
国

・
定
親
文
跳
元
年
よ
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り
文
明
六
年
十
二
月
迄
、
京
都
禁
裏
奏
者
職

」
と
記
し
て
い
て
、
有
地
宮
氏
が
日
親

と
渡
辺
氏
よ
り
以
前
か
ら
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

越
中
守
兼
の
日
蓮
宗
受
容
と
日
親
の
晩
年

高
田
郡
吉
田
付
近
に
、
明
応
二
年
に
日
蓮
宗
蓮
華
寺
、
永
正
元
年
に
日
蓮
宗
大
徳

寺
が
毛
利
氏
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
は
丁
度
、
越
中
守
兼
が
吉

田
庄
に
居
住
し
た
頃
で
、
ニ
ケ
寺
と
も
毛
利
氏
と
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
で
若
い
越

中
守
兼
の
信
仰
心
が
、
日
蓮
宗
に
深
く
傾
到
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
親
は
前
記
の
寺
の
他
に
も
、
神
辺
町
妙
立
寺

・
御
調
郡
御
調
町
市
村
本
照
寺
等
は

日
親
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
文
明
十
八
年
十
月
十
三
日
、
沼
隈
郡
山
田
郷
軍

端

（中
山
田
後
東
の
九
曜
ケ
端
力
）
で
、
日
親
の
布
教
を
め
ぐ
っ
て
、
反
対
す
る
山

田
郷
山
名
氏
と
官
定
親
が
争
い
、
定
親
が
討
死
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
日
親
は
備

後
で
の
最
大
の
外
護
者
で
あ
り
、
法
弟
子
の
宮
定
親
が
死
没
し
た
こ
と
で
、
布
教
を

中
止
し
た
日
親
は
三
幅
対

（
曼
茶
羅
本
尊

・
円
頓
章

・
法
華
経
要
文
Ｙ

（
福
山
市

重
要
文
化
財
）
を
大
書
し
、
宮
氏
に
与
え
、
文
明
十
八
年
の
末
か
文
明
十
九
年
正
月

の
厳
冬
の
こ
ろ
上
京
し
、
同
年
、

「
本
法
寺
法
式

」
を
定
め
、
翌
年
の
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
九
月
十
七
日
に
八
十
二
歳
で
没
し
て
い
る
。

越
中
守
兼
は
覚
書
を
記
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
悟
り
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
と
も
　
一二
な
き
法
の
　
ふ
し
ぎ
に
よ

茅
妻
ま
か
せ
て
　
と
に
も
斯
く
に
も

宮
上
野
介
家
推
定
略
系
図

（
参
考
　
浜
本
鶴
賓
写
、
有
地
氏
系
図

）

安
那
郡
山
野
郷
　
本
覚
寺

安
那
郡
山
野
郷
　
正
光
院

沼
隈
郡
山
田
郷
　
金
持
寺

沼
隈
郡
山
田
郷
　
大
富
寺

沼
隈
郡
山
田
郷
　
常
国
寺

（
定
親
）
　

石
見
守

‐
光
音

推
定
日
親
備
後
布
教
系
図

妙
照
寺

―

文
明
十
八
年

日
親
筆
曼
茶
羅

芦
田
郡
相
方
村
　
本
泉
寺
　
　
文
明
十
八
年

宮
定
親
位
牌

」
―
芦
田
郡
上
有
地
村
　
本
安
寺
　
有
地
氏
菩
堤
寺

文
明
十
九
年
前

日
親
常
住

寛
永
寺
社
記

日
蓮
宗
寺
領
有

宮
定
親

宝
医
印
塔
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越
前
国
住

渡
辺
氏
略
系
図

高
源
三

元
源
八

室
平
岡
石
見
守
女

室
村
上
右
京
亮
女

向
和
泉
守

「
渡
辺
先
祖
覚
書
」

「
嵯
峨
源
氏
渡
辺
系
図
』
野
々
浜
渡
辺
家
本

「
嵯
峨
源
氏
渡
辺
系
図
」
加
屋
柳
井
家
本

長
和
庄
来

高
信
濃
守

室
三
谷
氏

景
小
兵
衛

景
四
郎
右
衛
門

室
木
梨
元
経
女

女源
四
郎

源
十
郎

住

定
三
郎
大
郎

３

兼
信
濃
守

家
信
濃
守

室
林
因
幡
亮
女

室
宮
若
狭
守
女

４兼
越
中
守

室
渡
辺
飛

正
源
四
郎

其
源
六

源
十
郎

俊
源
介

吉
兼
有
木
村
地
頭

常
信
濃
守

室
村
上
駿
河
守
女

三
郎
左
衛
門

源
四
郎

源
三

弾
守
女

房
出
雲
守

室
宮
若
狭
守
女

新
六
信
濃
守

正
又
左
衛
門
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西 暦 年 号 考備

1405

1439

1441

1462

1470

1472

1475

1475

1477

1483

1486

1486

1487

1487

1488

1491

1493

1494

1497

1498

1498

1509

1530

1534

1534

1546

1557

1571

1591

1639

1704

応永 12の頃

永享 12

嘉吉 1

寛正 3以後

文明 2以前

文明 4

文明 7.6

文明 7

文明 9.1

文明 15

文明 18.10

文明 1810

文明 19以 前

長享 1

長享 2.9

延徳 3
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渡辺信濃守高、越前国よ り長和庄に来住。

京都四条綾小路に日蓮宗大本山本法寺 を久遠成院日親創建。

一代 目渡辺信濃守高死去。 法名空山 享年 51

三代 目渡辺信濃守家、市村宇山・長和寺家半済の代官 となる。

久遠成院日親、備後国に日蓮宗寺院 と僧坊を建立。『 埴谷抄』

四代 目渡辺越中守兼 (幼名虎松 )誕生。

備後守護山名是豊、山内氏の甲山城 (庄原市 )を攻撃の後没落す。

信濃守家、是豊と共に没落、国留・上下・宇山・長和寺家半 済 を失 う。

二代目渡辺信濃守兼死去 法名宗慶 享年 61

備後守護山名政豊、播磨の赤松領へ進軍、信濃守家山名政 豊に祇候。

宮禁門藤原定信山田軍端で討死。 法名定親 (相方、本泉寺位牌 )

常国寺の大曼茶羅・円頓章,法華経要文 (三幅対 )。 日親大書す。

安那郡山野郷、 日蓮宗平等山本覚寺に 日親常住。 (浄鏡寺曼茶羅 )

四代 目渡辺越中守兼、元服 し宮若狭守 (母方の祖父 )を頼 り上京。

久遠成院日親死去。 享年 82

越中守兼 20才 、備後守護山名俊豊に従い近江国に出陣す る。

越中守兼 22才、京都 より若狭を通 り但馬に入 国、惣領の政豊軍 と戦 う。

越中守兼、坪生庄五ケ 。藁江庄青木・木之庄正枝・山北の代官 となる。

毛利元就誕生。

山名俊豊没落、越中守兼、五ケ・青木・正枝・山北の代官職を失 う。

越中守兼毛利氏に呼ばれ安芸国吉田庄のあた りに十年前後居住す る。

三代 目渡辺信濃守家、草土にて死去。 日蓮宗以外の宗派、蓮心、 58才

越中守兼 59才、『 渡辺先祖覚書 』を書 く。

越中守兼 63才 、『 渡辺先祖覚書 』天 文三年の事項を追記する。

越中守兼山田郷の有地宮氏 と合戦、毛利軍亀寿山城の宮氏に勝利する。

四代 目渡辺越中守兼死去。

毛利元就 62才 、二人の子息に (教訓状 )を 書 く。

毛利元就死去。

法名 日端 享年 75

享年 75

山田郷、毛利元康 (元就の八男 )の所領 とな り、小早川隆景に愁訴。

水野氏、領内の村に寺領 。社領 を提出させる。 『 寛永寺社記 』

『 日親上人徳行記 』出版 される。

久達成院 日親、宮定親、渡辺氏、毛利元就関連年表
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